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河
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平

殿

衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
国
後
島
北
方
海
域
で
の
日
本
船
拿
捕
事
件
等
に
つ
い
て
の
外
務
省
の
対
応
及
び
情
報
開
示
に

関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
国
後
島
北
方
海
域
で
の
日
本
船
拿
捕
事
件
等
に
つ
い
て
の
外
務
省
の
対
応
及
び
情
報
開

示
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
か
ら
六
ま
で
に
つ
い
て

先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
年
三
月
十
八
日
内
閣
衆
質
一
六
九
第
一
五
二
号
）
の
四
か
ら
七
ま
で
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た

と
お
り
、
在
ユ
ジ
ノ
サ
ハ
リ
ン
ス
ク
日
本
国
総
領
事
館
（
以
下
「
総
領
事
館
」
と
い
う
。
）
は
、
御
指
摘
の
だ
捕
事
件
の
発

生
以
降
、
常
時
関
連
情
報
の
収
集
等
を
行
う
と
と
も
に
、
だ
捕
さ
れ
た
船
体
及
び
乗
組
員
全
員
の
解
放
等
の
申
入
れ
を
ロ
シ

ア
側
に
対
し
て
適
時
に
行
っ
て
き
て
お
り
、
在
外
公
館
が
行
う
我
が
国
の
外
交
活
動
の
一
環
と
し
て
重
要
な
意
義
を
有
し
て

い
る
天
皇
誕
生
日
祝
賀
レ
セ
プ
シ
ョ
ン
を
延
期
せ
ず
に
開
催
し
た
こ
と
は
、
外
務
省
と
し
て
、
外
務
本
省
及
び
総
領
事
館
の

適
切
な
判
断
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
お
尋
ね
の
決
裁
書
は
作
成
さ
れ
て
い
な
い
。

七
及
び
八
に
つ
い
て

先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
年
三
月
十
八
日
内
閣
衆
質
一
六
九
第
一
五
二
号
）
の
八
及
び
九
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お

り
、
情
報
収
集
の
内
容
等
に
つ
い
て
具
体
的
に
述
べ
る
こ
と
は
、
今
後
の
情
報
収
集
等
に
支
障
を
来
す
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
、

答
弁
を
差
し
控
え
た
い
。

一



九
及
び
十
に
つ
い
て

先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
年
三
月
十
八
日
内
閣
衆
質
一
六
九
第
一
五
二
号
）
の
十
か
ら
十
二
ま
で
に
つ
い
て
で
お
答
え
し

た
と
お
り
、
外
務
省
と
し
て
は
、
御
指
摘
の
点
に
関
し
、
例
え
ば
、
平
成
二
十
年
三
月
十
九
日
に
、
だ
捕
さ
れ
た
船
体
の
引

渡
し
を
求
め
る
等
ロ
シ
ア
側
に
対
し
申
入
れ
を
行
っ
て
い
る
が
、
外
交
上
の
個
別
の
や
り
取
り
の
詳
細
に
つ
い
て
明
ら
か
に

す
る
こ
と
は
、
ロ
シ
ア
連
邦
と
の
間
の
今
後
の
や
り
取
り
に
支
障
を
来
す
こ
と
か
ら
、
差
し
控
え
た
い
。 二


